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令和７年５月定例教育委員会  会議録 

◇開 会  令和７年 ５月２９日（木） 午前  ９時００分 

◇閉 会  令和７年 ５月２９日（木） 午前 １１時３３分 

◇会 場  山南住民センター集会室 

◇出席者  教育委員会 

・教育長             片 山 則 昭 

・教育長職務代理者        𠮷 竹 主 税 

・教育委員            上 羽 裕 樹 

・教育委員            中 川 卯 衣 

・教育委員            渕 上 智 帆 

・教育部長            山 本 浩 史 

・学校教育課長          小 森 真 一 

・教育総務課長          足 立 安 司 

・社会教育・文化財課長      吉 住 健 吾 

・恐竜課主査           田 原 弘 義 

・こども育成課長         西 山 健 吾 

・教育総務課副課長兼企画総務係長  足 立 真 澄 

・企画総務係主査         蘆 田 愛 帆 

まちづくり部 

・まちづくり部長         谷 水   仁 

・文化・スポーツ課長       堂 本 祥 子 

・人権啓発センター所長      早 形   繁 

・市民活動課長          山 崎 和 也 

 

（片山教育長）       ただいまから５月の定例教育委員会を開催いたします。 

              会議の進行上、発言の際には必ず氏名を名のってから発言をしていただき

ますよう、お願いいたします。 

 

日程第１         前回会議録の承認 

 

（片山教育長）       日程第１ 前回会議録の承認についてですが、４月１７日の定例教育委員

会会議録の承認は、𠮷竹教育長職務代理者と中川委員にお願いいたしました。 

 

日程第２         会議録署名委員の指名 

 

（片山教育長）       日程第２ 会議録署名委員の指名についてですが、本日の会議録の署名は、

上羽委員と渕上委員にお願いいたします。 

 

日程第３         教育長報告 

 

（片山教育長）       日程第３ 教育長報告に入ります。 

              ４月１７日、定例教育委員会と丹波小学校長会の研修会。１８日、第２回

丹波市生涯学習推進本部会議。１９日、令和７年度丹波市戦没者追悼式典と、

午後から丹波市俳句協会の総会に行ってきました。 

              ２２日、市内の社会教育施設に挨拶回りに行ってきました。２３日、兵庫

県都市教育長協議会の会計監査をオンラインで行いました。 

              ２４日、２５日は、近畿の都市教育長協議会の定期総会ということで滋賀

県米原市に行ってきました。 

              ２８日、丹波市俳句協会の方が来られました。 

              ５月１日、政策会議と第３回丹波市生涯学習推進本部会議。２日、教育部
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管理職会議。９日、総務文教常任委員会。１０日、丹波の森童謡唱歌の祭典。 

              １１日、黎明館で田ステ女俳句ラリーの表彰式。１２日、丹波市文化協会

の総会。１５日、１６日は、埼玉県川越市で全国都市教育長協議会定期総会

と研究大会。１７日、兵教組の定期総会。１９日、神戸地方法務局柏原支局

から人権作文の依頼に来られました。 

              ２０日、兵庫県市町村教育委員会連合会の定時総会と研修会。２１日、Ｐ

ＴＡ連合会定例総会。２２日、兵庫パルプとの情報交換会。２３日から教育

長訪問ということで、これから７月までの間に、随時、各小学校・中学校を

回ろうと思っております。 

              ２７日、兵教組の方が来られました。２８日、淡路で、兵庫県都市教育長

協議会。２９日、定例教育委員会、この後トライやる・ウイークの推進協議

会。３０日、小・中校長会。関大の文学部の教授と院生の方が来られます。 

              教育長報告は、以上です。委員のほうから何か質問等、ございましたらお

願いいたします。 

              ないようでしたら、教育長報告を終わります。 

 

日程第４         協議事項 

              （１）令和７年度教育委員会自己点検・評価報告書（令和６年度実績）に 

                ついて【別冊１】 

 

（片山教育長）       日程第４ 協議事項に入ります。 

              （１）令和７年度教育委員会自己点検・評価報告書（令和６年度実績）に

ついて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    教育委員会自己点検・評価報告書につきましては、地方教育行政及び運営

に関する法律第２６条に、教育に関する事務の管理、及び執行の状況の点検、

及び評価等の規定があります。点検・評価を毎年行っており、議会に提出し、

これを公表しなければならないと定めております。 

              別冊の１の目次をご覧ください。ここに挙げている施策につきましては、

令和６年度の丹波市の教育実施計画に掲げています３つの基本方針と、２１

の施策であります。 

              次のページに記載しております、進捗度、目標値達成率、総合評価判定に

ついてですが、進捗度については、実施計画の大項目ごとに計画した取組に

対して、事業の進捗を点数化しております。 

              次に、目標達成率につきましては、指標に対する達成割合に応じて、点数

化しております。 

              次に、進捗度評価点、目標値達成度評価点、総合評価判定については、記

載しております積算方法により、算出をしているところでございます。 

              この評価を行うに当たりまして、「学識経験を有する者の知見の活用を図

るもの」と定めており、外部評価を受けることになっており、本日の教育委

員会で協議の後、全ての施策について、外部評価を受ける予定としておりま

す。 

              外部評価者につきましては、第３次丹波市教育振興基本計画策定時の、教

育振興基本計画審議会の会長をお世話になりました、兵庫教育大学大学院学

校教育研究科の安藤福光准教授に依頼をしております。 

              本日は、事務局で行った自己評価を教育委員会で説明し、委員協議により、

教育委員会の自己評価としていくこととなります。 

              本日の協議を反映したもので外部評価を受けた後、７月の定例教育委員会

で議事案件として提出し、承認後、９月の議会、定例会に提出する予定でご

ざいます。あわせて、教育委員会ホームページ等で、公表をしていきたいと

考えております。 
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              本日は章ごとに区切って、各施策について、担当課長から説明をさせてい

ただいた後に、教育委員会の自己評価とすべく、委員会での協議をお願いし

たいと考えております。説明につきましては、事前にご確認いただいている

ものとして、簡潔に説明をさせていただきます。 

              それでは第Ⅰ章 生きる力をはぐくむ学校教育の推進から、随時説明に入

らせていただきます。 

 

（小森学校教育課長）    １ページ目、（１）次世代を生きぬく学力の育成について説明をします。 

              １ 自学自習できる力を養う主体的・対話的で深い学びの充実については、

市授業改善推進会議を年３回実施しました。１２月には、市独自の学習定着

度調査を実施しました。取組の成果としましては、定期的に授業改善を学ぶ

研修会の実施や、各校の校内研修を積極的に支援することによって、自由進

度学習や個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実した取組は、非常に推

進されてきていると感じますので、進捗度は４としております。 

              ２ １人１台端末の活用による新たな学びの創造については、ＧＩＧＡス

クール構想推進リーダー研修会を年４回実施しました。また、新たに整備し

たＡＩドリル機能などを搭載した学習指導システムの活用推進を図りまし

た。取組の成果としましては、指導主事、ＩＣＴ支援員によるオンライン研

修を定期的に実施したことで、学習支援システムを積極的に活用する教員が

増えてきておりますので、進捗度は３としております。 

              ３ 人とつながり、コミュニケーション能力を高めるための外国語教育の

推進については、８名、４か国のＡＬＴを配置し、海外の学校と交流するネ

ットｄｅイングリッシュやＥ－Ｌｅｔｔｅｒというような事業も実施しま

した。英語検定チャレンジ事業は、全中学３年生の検定料、４９５人分、約

２００万円を補助しました。その英検に自信を持って取り組めるよう、ＡＬ

Ｔがミニレッスンを行う、英検チャレンジ応援隊を実施しました。取組の成

果としましては、授業だけでなく日常生活においても英語を使って積極的に

コミュニケーションを図ろうとする児童生徒が増えてきていること、海外の

学校との交流や多文化交流ＤＡＹで、英検チャレンジ応援隊など、コミュニ

ケーション能力を身につける取組を、予定どおり実施できましたので、進捗

度は３としております。 

              右のページ、指標について、でございます。授業で課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から取り組んでいた児童生徒の割合については、目標には

僅かに届きませんでしたが、おおむね目標水準で達成しております。達成率

は３です。３つ目のプログラミング教育については、指導できるという教員

の割合が目標値１００％に対して、６７％と、十分ではない結果に終わりま

した。達成率は２となります。英語検定３級相当以上の英語力を有すると思

われる生徒の割合についても、目標に対して到達率６６％となりますので、

達成率２となります。以上のことから、総合評価はＣとしております。 

              今後の課題につきましては、特に３つ目の黒点、プログラミング教育につ

いて、先ほど指標も課題があると申しましたが、実際に指導するのは一部の

教員であるため、１年間の中で全教員が必ずやるということじゃない背景も

あって、目標に到達していません。 

              ただ、プログラミング教育をする際に、教員が得手不得手で困ることがな

いよう、指導事例の公開や教材の貸出し、ＩＣＴ支援員の派遣など、支援体

制の整備・充実は、引き続き図っていきたいと思っております。 

              あと、黒点の５つ目、英語検定については、英語検定チャレンジ事業につ

ながる取組として実施しております「英検チャレンジ応援隊」、ＡＬＴのミ

ニレッスンのような形なのですが、２級や準２級を受ける上位級の受験希望

者に比べて、３級の受験希望者の割合が少し低いと感じておりますので、各

学校の英語担当者と連携して、３級の受験希望者の積極的な参加を促してい
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きたいと思っております。 

              続きまして３ページ、（２）豊かなこころの育成について、説明します。 

              １ 児童生徒が安心して学べる居場所づくりについては、１つ目、多様化・

複雑化する児童生徒の諸課題に対し、学級担任の対応力の向上を図る学級経

営研修会を実施しました。２つ目、いじめ、問題行動関連としましては、市

内全小・中学校が参画する中で、「いじめ・暴力ゼロ市民運動」を展開しま

した。 

              また、４つ目、いじめ報告相談アプリ「ＳＴＡＮＤＢＹ」を活用し、いつ

でもどこからでも相談できる環境構築を整備するとともに、市内全中学校に

おいて、「脱いじめ傍観者授業」を実施しました。 

              不登校対策としましては、７つ目、不登校担当教員研修会に幅広く参加を

呼びかけ７６名の参加する研修会を開催することができました。 

              また、８つ目、教室には入れないのですが、学校には登校できる児童生徒

へのきめ細かな支援を行うため、全中学校と小学校１９校に、不登校児童生

徒支援員を配置しました。 

              取組の成果としましては、１つ目、問題行動にかかる研修については、丹

波警察署やいじめゼロ支援チームなど関係機関・部署と連携し、いじめの積

極的な認知というものの理解が進んだように思っております。 

              また、３つ目、教育支援センターの職員が学校訪問を実施し、個別の児童

生徒の状況把握や、保護者との連携の在り方について助言するなど、各校の

不登校対応への支援を強化することができました。今年度もさらなる強化を

図っていきたいと思っています。進捗度は３です。 

              ２ 豊かな人間性、社会性をはぐくむ指導の充実については、市内での小

中学校において、豊かな心をはぐくむ講演会を実施しました。 

              また、小学校４年生を対象に、ルールブックを活用した取組推進について

も、周知を図っております。取組の成果としましては、各校のニーズに応じ

て、情報モラル教育、ネット上のモラルを中心とした講演会を実施し、現代

的な諸課題への対応の必要性について、周知・啓発を行うことができたと考

えますので、進捗度は３としております。 

              指標については、１つ目、いじめにあったときに、「誰にも相談しない」

と回答する児童生徒の割合が、なかなか５％台から下げることができません

でした。裏返すと、相談できる児童生徒は９４．２％いるということにはな

るのですが、年度当初の６％から目標値３％に向けて、結果的には０．２％

しか改善できなかったということから、達成率は１となります。 

              総合評価判定はＣで、今後の課題について、特に１つ目、いじめがあった

ときに、「誰にも相談しない」と回答する児童生徒の割合が減少しませんで

した。不登校の児童生徒への対応も含めて、心の居場所づくりという取組を

充実させ、相談しやすい環境をつくる必要性を強く感じております。児童生

徒が主体的に自主的に仲間づくりやいじめ防止に向けて行動できるよう、い

じめ・暴力防止運動を展開してまいりたいと思っております。 

              また、３つ目、不登校の未然防止や早期発見のため、関係機関と連携した

社会的自立を目指した不登校支援の充実を図るため、不登校担当者の研修内

容を充実させます。 

              それから４つ目、こどもたちにおけるインターネットの私的利用は、基本

的に学校管理外の時間になるため、情報モラル教育をするためには家庭・地

域との連携は不可欠になります。市ＰＴＡ連合会や、各単位ＰＴＡと問題意

識を共有し、地域ぐるみの情報モラル教育となるよう取組を検討していきた

いと思っています。 

              続きまして５ページ、（３）健やかな体の育成について、説明します。 

              １ 体力向上の取組の推進については、体力アップサポーターを１６小学

校、全８６時間派遣することができました。また、武庫川女子大学連携支援
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事業においても、小学校２校、中学校１校、認定こども園２園において、出

前授業を開催しました。取組の成果としましては、体力調査の結果には、直

接表れてはいないのですが、多くの学校が体力アップサポーターや、武庫川

女子大学の学生による出前講座を活用し、自校の課題克服につながる体つく

りの運動、基礎的な運動に取り組むことができましたので、進捗度は３とし

ております。 

              ２ 食育・健康教育の推進については、食育全体計画などの見直しを図る

とともに、７月には食育推進状況調査を実施しました。取組の成果としまし

ては、各校の食に関する計画において、それぞれ実態に応じた目標や内容の

見直しを図るとともに、調査結果で明らかになった衛生面での対策、食育の

取組を把握することができましたので、進捗度は３としております。 

              ３ 防災・安全教育の推進については、各学校の安全・防災マニュアルや、

年間事業計画の見直しを図るとともに、市独自の防災教育教材などを活用し

た防災教育を推進してまいりました。取組の成果としましては、市内学校に

おいて地域と連携した防災教育を推進し、各地域の災害特性を知り、自らの

命を守るために主体的に行動する態度の育成に取り組みました。 

              特に、令和６年度については、能登半島地震や奥能登豪雨などの災害を教

訓に、地域教材を活用した防災学習や地域と連携した避難訓練に、意識的に

取り組みましたので、進捗度は４としております。 

              指標については、一番上、全国の体力調査の基礎的運動要因８項目のうち、

平成３０年に課題があるとした４項目について、それぞれ全国平均を上回る

項目数という指標を立てておりますが、令和６年度はご覧のとおり、小学校

男子では１項目しか上回ることができず、小学校女子も半分の２項目、中学

校男子は１項目、中学生女子は０項目ということでしたので、達成率は１と

なります。 

              朝食を毎日食べる児童生徒数については、若干下降し、９１．９％になり

ましたので、達成率は３となります。 

              全体、総合評価判定はＣで、今後の課題についてですけれども、体力向上

については、引き続き体力アップサポーターや、ハンドブックの活用が有効

だという意見が多いことから、継続的に取り組んでまいります。 

              防災計画については、緊急時に対応できる力を児童生徒が身につけるとい

うことが非常に大きな目的でありますから、様々な場面や時間を想定した実

践的な防災教育や安全教育に継続して取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

              （４）丹波市のフィールドを活かした教育の推進について。１ 地域の教

育資源を活用したふるさと意識の醸成については、市内の全小学校において、

たんばふるさと学を実施しました。丹波市独自の「竜学」については、にっ

ぽん恐竜協議会の構成市町である群馬県神流町や、福井県勝山市との交流を

実施しました。取組の成果としましては、地域の教育資源をよく知る学校支

援コーディネーターを全小学校に配置し、各学校で特色ある丹波ふるさと学

が定着しております。 

              また、竜学についても、参加児童が熱心に活動したことに加えて、令和５

年度に竜学で交流した勝山市から、逆に当市に訪ねていただいて、親交を深

めることができました。進捗度は３としております。 

              ２ 社会的自立に向けたキャリア形成の支援については、全中学校でアン

トレプレナーシップ教育に取り組んでおりますが、地域課題を発見し、その

解決に取り組んだり、他者と協働して解決策を探求したりする学習をより充

実させるため、アントレプレナーシップ教育の見識のある事業者に学習支援

を委託するアントレプレナーシップ教育支援事業を実施しました。取組の成

果としましては、令和５年にキャリア教育優良学校として、文部科学大臣賞

を受賞した春日中学校を支援事業のモデル校としまして、アントレプレナー
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シップ教育に識見のある地域事業者の支援を受けながら、より内容をブラッ

シュアップすることができました。進捗度は３としております。 

              指標については、地域や社会で起こっている出来事に関心がある児童生徒

の割合について、ちょっと問題項目が変わったこともあって、一度落ちたも

のもあったのですけれども、今回８０．３％と目標値を超えることができま

した。達成率は４となっております。 

              キャリアノートを活用することについても、引き続き１００％であります

ので、目標達成率は４となります。総合評価判定はＣ。 

              今後の課題です。２つ目の黒点、春日中学校の優れた取組が、学習内容や

地域性が異なる他の中学校でもいかすことができるよう、さらにモデル校を

今年度１校増やして、アントレプレナーシップ教育の実証を進めていきたい

と思っています。学習内容はブラッシュアップするのはよいのですが、一過

性で終わることがないよう、持続可能な教育活動となるよう、検討してまい

りたいと思っております。 

 

(西山こども育成課長)    ９ページをご覧ください。（５）幼児教育・保育の推進でございます。 

              １ 幼児教育・保育の質の向上ということで、取組内容としましては、公

開保育研修会や保育士等キャリアアップ研修会、幼児教育・保育研修会、若

手保育教諭研修会など、引き続き開催をしてまいりました。さらには、コー

ディネーターによる各こども園への巡回支援や、各園のニーズに合わせた園

内研修に、指導主事を派遣しました。 

              その中においても、とりわけ３歳未満児は、生涯にわたる人格形成の基礎

が培われる重要な時期でありますので、愛着形成を基礎とした情緒の安定や、

かけがえのない主体として受け止められ、認められ、自己肯定感を育まれる

ようにしていくための保育へとなるよう、令和６年度から、全ての認定こど

も園に対しまして、保育実践コーディネーターにお願いしまして、０歳児か

ら２歳児クラスの保育を見てもらい、担任等の保育教諭に対して、こどもへ

の適切な関わり方や考え方、保育環境などへの検討を行っていただきました。 

              また、指導主事派遣については、保育教諭の専門性や資質向上に向けて、

充実した園内研修となるよう、今年度も行っております。実績については、

前年度と同じような要請回数となりました。進捗度は３としております。 

              ２ 幼児教育と小学校教育の円滑な接続の取組としまして、園小の相互参

観や合同研修会などで、こどもの発達を長期的な視点で捉え、互いの教育内

容や指導方法について理解を深めるなど、園小の連携した取組のサポートを

推進し、アプローチプログラムについては、全てのこども園で策定されまし

た。こどもたちの学びをつなげていくために、園小の連携した取組に対して、

支援や助言などに取り組んでまいりました。進捗度は３としております。 

              続きまして、指標です。「研修で学んだことを生かして、保育の工夫・改

善を行うことができたと答えた保育教諭の割合」については、８８％と高い

数値となりましたが、受講者数の違いから単純に比較はできませんが、前年

度から僅かに減少する結果となりました。目標値の達成率は３としておりま

す。 

              続いて、「認定こども園のアプローチプログラムの作成」については、先

ほどもご説明申し上げましたが、２園増えまして、全ての園で作成する結果

となりましたので、目標達成率は４としております。総合評価判定はＣとし

ております。 

              今後の課題になりますが、こどもの主体的な活動を促し乳幼児期にふさわ

しい園生活が展開できるなど、よりよい保育実践に向けた保育教諭の学びの

場、研修会を継続していく必要があります。 

              また、時間的制約により、園内研修の機会が少ない状況のこども園におい

て、午睡中の時間や引渡し訓練日に実施するなどの工夫により、そうした研
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修の機会を創出し、指導主事派遣による支援を継続して行っていく必要があ

ると考えております。 

              園小連携では、引き続き連携に向けた支援や、接続カリキュラムの内容の

検討や課題、活用に向けた取組方法など、園小とともに研究し支援していく

必要があると考えております。 

 

（小森学校教育課長）    １１ページ（６）一人ひとりのニーズに応じた教育の推進について、説明

します。 

              １ 教育的支援が必要な子どもの学びの充実については、就学前の幼児の

保護者を対象に、特別支援にかかる教育相談を実施しました。また、通級指

導にかかる連絡会を年６回開催、特別支援にかかる各種研修会を記載のとお

り、計画的に実施できました。 

              さらに、重要課題として挙げておりました、丹波市公立小中学校医療的ケ

ア運営協議会の設置についても、実現することができまして、開催すること

ができました。 

              取組の成果としましては、健康課等と連携し、就学予定園児の保護者への

教育相談を行い、保護者が就学までの流れや支援の仕組み、学校生活につい

て理解し、安心して就学を迎えられるよう支援体制の充実を図ることができ

ました。また、今後の医療的ケア児の増加を見据え、医療的ケア実施ガイド

ラインの見直しを図り、今後の支援体制についての共通理解を図る協議会を

つくることができました。 

              ただし、実際に医療的ケア児童生徒に、医療支援のための看護介助員の確

保については、まだここも検討ということにもなっておりますので、進捗度

は３としております。 

              ２ 丹波市立教育支援センター「レインボー」支援体制の充実については、

担当者研修や初任者研修を実施し、レインボーの施設や支援内容についての

教職員への周知を図りました。また、４つ目に書いておりますとおり、教育

支援学生サポーターとして、不登校支援に関わってくれる大学生を募集し、

支援体制を整えることができました。 

              取組の成果としましては、大学生サポーターの登録者が７名あり、レイン

ボー教育に通室した児童生徒と学習をしたり会話をしたりと、充実したコミ

ュニケーションを図ることができました。というようなことから、進捗度は

３としております。 

              ３ 多文化共生社会の実現を目指す教育の推進については、日本語指導が

必要な外国人児童生徒に対して、子ども多文化共生サポーターを７名延べ９

３回派遣することができました。また、遠隔通信サービスや自動翻訳機を導

入し、必要に応じて各学校の活用が進んでいます。 

  取組の成果としましては、日本語指導を必要とする児童生徒に対して、語

学指導者を派遣し、学習支援や日本語と母語によるコミュニケーションの円

滑化、心の安定を図ることができましたが、途中で県の派遣回数が減らされ

たり、打ち切られたサポートもあったりしたことから、十分に派遣できたと

いうところまで至らなかった反省も含めて、進捗度は３としております。 

              指標については、「学校の教員は特別支援教育について理解し、授業の中

で児童生徒の特性に応じた指導上の工夫をよく行った」と答えた学校につい

ては、𠮷竹委員に前年度、指導いただいたこともあったのですが、さらに低

下してしまいまして、４６．２％という結果になってしまいました。 

              達成率は２となります。下２項目については、目標を達成していますので

４となります。総合評価判定はＣです。 

              今後の課題については、２つ目、学校長が調査に自信を持って、先ほどの

項目ですね。学校の教員は、特別支援教育についてよく理解し、授業の中で

児童生徒の特性に応じた指導上の工夫もよく行ったと、校長が対応できるよ
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うにするためには、やっぱり一人ひとりの教職員の意識を高め、指導力の向

上を図ることが必要であると考えております。 

             教育的ニーズに応じた教科指導、自立活動の指導の充実を図るため、教職

員研修を、今まで以上に積極的に行っていきたいと考えております。 

              また、通訳者の確保が非常に困難な、希少言語を用いる外国人児童生徒が

増えている傾向にあること、また中山間部のため、県から紹介された通訳者

が遠くて、なかなか派遣の日数が増えないというケースもあることを踏まえ

て、必要なときに遠隔通訳サービスが利用されるよう、より広く周知を図っ

ていきたいと考えております。 

             （７）人権教育の推進について。１ 差別や偏見、いじめを許さない意識

や実践力の育成については、地域別小学校人権交流会や、中学校人権学習交

流集会を実施するとともに、教員対象の市人権教育研修会を予定どおり実施

することができました。 

             取組の成果としましては、小学校の交流会においては、中学校入学前の６

年生が、ともに身の周りの人権課題を解決しようと考える場を設定すること

で、各々の人権意識の高揚を図るとともに、中学校に進学しても周囲と協力

しながら課題解決を図る態度の育成をしようという取組が見られました。 

             中学校の交流集会については、他校の生徒との交流をもとに、人権を通じ

た仲間をつくることを目標に据えた主体的な取組を設定することができま

した。 

             教員については、実践豊富な教員が、若手の教員の学びを支援する形の研

修会を今年も行い、若手の教員が、同和問題への理解を深めることができま

した。進捗度は３としております。 

             ２ 新たな課題に対応する人権教育の推進については、デートＤＶ防止の

取組や情報モラルに関する研修を実施しました。 

             取組の成果としまして、デートＤＶ防止については、講義を受ける受け身

の授業になりがちであるため、人権教育として授業化し、生徒の深い理解に

つなげる必要があることについて周知を図りました。今後はより授業化され

るよう取り組んでまいります。 

              児童生徒が、安全で適切な方法でインターネットやデジタルデバイスを自

己判断して利用できる力の育成できるようになることを目的とした研修を

実施することができました。進捗度は３としております。 

              指標については、いじめはどんなことがあってもいけないことだと思う児

童生徒の割合については、９６．６％と若干向上しました。目標には僅かに

届きませんでしたが、大きく落とすことなく成果が出ているというのは、継

続的な取組の現れと思っております。達成率は３。総合評価判定はＣです。 

              今後の課題としましては、各小学校の人権交流会の取組について、マンネ

リ化することがないよう、お互いの取組内容を共有する方法を検討していき

たいと思っています。 

             また、同和問題の理解を深め、教員として人権感覚を高め合うことができ

るよう、研修アンケートや同和問題に対する意識調査から、現状を的確に把

握し、研修内容の充実に図っていきたいと思っています。 

 

（片山教育長）       それでは、Ⅰ章につきましての協議を行います。委員の皆さんからご意見、

また質疑、確認等ありましたらお願いします。 

 

（中川委員）        去年も疑問を呈したのですが、総合評価判定の点数区分っていうのが、Ｃ

があまりにも広すぎて、頑張っていても達成できていなくても、全部Ｃにな

ってしまうというこの点数部分は、市独自の部分なのですか。それとも国が

決めているから、もうこの点数じゃないと駄目だということなのでしょうか。 

             例えば、４ページで、目標達成率が１、３、２で、合計点数が１２５でも
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Ｃだし、８ページで、目標達成率４、４で、合計１７５点でもＣというのだ

ったら、頑張っていることが評価されていないような気がしてしまうのです

が、というのを去年も言ったのですが、ここはどういうふうに判断されてい

るのかというのを、お伺いしたいのが１点目です。 

             それから、英検の３級を受ける力のところが、去年よりも下がって３３．

１％というのが、すごく残念なのですが、これはやはり英語が好きで頑張る

子と、もう鼻から英語が苦手だと思っちゃう子の差が開いているというふう

に判断したのですが、そしたら、もう英語が鼻から嫌いで、避けてしまって

いる子への、もう本当に中１ぐらいからの英語のやり直しみたいなことをす

るほうが、３級受験者を増やすということより、大事なんじゃないかなって

思いました。 

 

（足立教育総務課長）    まず、総合判定の関係ですが、この自己点検・自己評価につきましては、

第２次教育振興基本計画に基づく評価になっておりまして、令和６年度が最

終年度となっております。その最終年度の評価ということでございますが、

この総合評価の点数の評価の仕方そのものは、こちらの市のほうで決めてお

るものではございますけれども、最終年度ということで、これまでと同じ評

価の仕方をしたいということで、今年度については、このやり方でさせてい

ただいております。 

              ただ、去年もそういった意見をいただいておりますので、来年度からは評

価の方法については、見直しをする予定としております。 

               

（小森学校教育課長）    この３級受験者の数を上げていくというのが、国や県の目標にもあり、丹

波市でも目標を立てているというところですので、この目標というのは、こ

ういう意味があります。 

              ただ、今ご指摘がありましたとおり、苦手な子をどうするのかというとこ

ろで、今回、英検の３級を受ける、そのために、ＡＬＴを使ってミニレッス

ンみたいな場をつくっているのですけれども、得意な子がやっぱりたくさん

集まるという傾向がありますので、３級に対しても、なかなか受からないな、

難しいなという子どもに対して、どういうふうに支援していくのかというと

ころは、ほかの事業であるとか、英語に親しむようにＡＬＴをしっかり配置

するとかということでやっておりますので、今いただいたご意見を基に、英

語担当者の研修などでも、そういう課題を投げかけて、できるだけどの子も

まずは好きになれるような形に取り組んでいきたいと思います。 

 

（渕上委員）        四角１の、自学自習できる力を養う主体的・対話的で深い学びの充実のと

ころで、小学生から自学自習というのをすごく宿題の中でやっているところ

で、例えばうちの子でしたら、先生から与えられた項目によって自習をした

ときに、評価を、例えばＡ、Ｂ、Ｃって与えられて、Ａプラスだったら一番

よくて、それに向かって目標で、自習を毎日頑張ってやろうみたいな取組み

をしています。それで、授業で分からなかったところはできるようになって、

繰り返しできて、授業でついていけるというような形で、できる子もいれば、

その自学がやっぱり負担になっている子もいると思うのです。 

              例えば、毎日自学、何ページやりなさいっていうところで、それは負担で、

内容がなくて、ただやっているだけっていうような子とかもきっといると思

うのですけれど、それは忙しい親とかだったら、そういうのも見返してあげ

ることもできなくて、毎日が過ぎていって、だから主体的にやっている子と、

やっていない子との差というのが、学力に現れるなどしているのかというと

ころが知りたいです。 

 

（小森学校教育課長）    授業中は、先生、支援者が見られているところですけれど、今ご指摘のと
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おり、家庭学習においては、積極的に意識してできる子と、ただやっている

だけという子がいるのではないかというご指摘は、実際そのとおりだと思い

ます。 

              本当に一番いいのは、その子一人ひとりに合った課題を、家庭学習によっ

て提供してやるということでありますので、一律的に身につけてもらいたい

ものは、例えば、いわゆる計算ドリルとか、漢字ドリルとかいうもので、習

得させるものじゃなくて、マイノートとか自習ノートとか言われてきたもの

で、自分で課題、振り返りまで行うような家庭学習については、本当にその

子の、それなりに学びを深まっているのかのあたりは、しっかり検証するよ

うに、今後の学力向上検討会などで、先生方に対して、指導を行っていきた

いと思います。 

 

（上羽委員）        意見になるのですが、全体的に進捗のところは、３が非常に多いのかなと

思うのですけれども、それに対しての課題のところのボリュームが、全然違

うのではないかと思うのですね。 

              （１）だったらかなり課題が多かったりするし、最後の（７）だったら、

課題部分の言及が少ないけれども、３になっている部分があったり、（６）

の四角２の「レインボー」のところだったら、ほとんど課題のところには触

れていない。 

              また、指標のところのレインボー教室は１００％で、達成率４なのに、や

っぱり進捗度は３だったりして、ちょっと分かりにくいところがあるので、

今後例えば、この内容と成果の下に、それぞれの課題を書いていただいたほ

うが、これはできていて、これに対してはこういうところが必要だっていう

方が、もっと分かりやすいのではないかと。かなりこう探して、右左探しな

がらやらないといけなくて、これがそれに通じているのかっていうので、分

量的なところがあるなというのは、すごく感じましたので。何で３なのかな

というところも、だから、そういうところから、４でもいいのではないかと

いうこともあったなと思います。 

              あともう１つは、最後の（７）の人権教育の推進のところの、四角の２の

指標のところは、令和６年度まで一緒だっていうのはずっと聞いていて分か

るのですけれども、課題のところもずっと同じだなと思って。ここは、かな

り多様化しているのではないかと思うので、指標とかのところは変えられな

いと思うのですけれど、やっぱり課題のところに、もっと多様な部分ってい

うのを、これから推進していくというのを、記すべきじゃないかなと思いま

した。 

 

（小森学校教育課長）    今おっしゃっていただいたとおり、１３ページの人権教育については、普

遍的に取り組んでいるところもあれば、多様な問題というのはたくさん出て

いるのもありますので、どうしても今の書きぶりだと、同じことの繰り返し

になっていますので、いただいたご意見を基に、次回からの自己点検評価と

か、取組内容を記載するときに、どういうことに取り組んで、学校の中で、

どういう人権教育を行っているのかというのがもう少しよく分かるように

やっていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（足立教育総務課長）    来年度からの評価につきましては、今年度の丹波市の教育、実施計画のほ

うでお示しをさせていただいている部分があるのですけれども、それぞれの

項目に対して、主な取組があるのですけれども、それについて、それぞれ取

組の成果と課題を置くように変更をさせていただいております。 

              全体的な章ごとの、施策ごとの今後の様式については、修正する予定とし

ております。 

              来年度以降については、今の意見を踏まえまして、成果を上げていきたい
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と思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

（片山教育長）       よろしいでしょうか。ほか、ございませんか。 

              それでは、Ⅱ章のほうに行きたいと思います。お願いいたします。 

 

（吉住社会教育・文化財課長）   １５ページをご覧ください。Ⅱ章 生涯を通じて学び、活躍できる生涯学

習の推進。（１）地域の将来を担う人づくりです。 

１ 地域学校協働活動の推進について、ご説明いたします。地域学校協働

活動等推進人材育成研修を４回実施し、延べ人数として１７５名の参加がご

ざいました。また、推進員未配置の小学校長に対して、活動の有用性や配置

に係る意向など聞き取りを行いました。 

              成果としまして、未配置であった和田小、吉見小、黒井小に、新たに推進

委員を３名増員することができました。 

              進捗度は３としており、今後の課題としまして、保護者やＰＴＡの参加を

促したり、地域住民にも取組を周知し、関わってもらう人を増やしたりする

必要があると考えております。 

 

（小森学校教育課長）    ２ コミュニティ・スクールの深化・充実につきましては、市のＣＳフォ

ーラム・連絡会を、学校運営協議会委員の参加を得て、開催することができ

ました。学校で開催される学校運営協議会主催の熟議や意見交流会に参加し

て、意見交流をしたり一緒に活動したりして、活動状況を確認することもで

きました。 

              取組の成果につきましては、フォーラム連絡会では、兵庫県地域連携アド

バイザーを招聘し、地域課題を把握することとか、５年後、１０年後のビジ

ョンを、地域と学校とが共有する大切さを共通理解することができたという

ことを、アンケートをたくさんいただくことができました。 

              また、先進的な取組をしているコミュニティ・スクールを視察して、自校

区の取組にいかそうとする学校運営協議会が増えてきております。進捗度は

３になります。 

 

（山崎市民活動課長）    ３ 子どもたちの成長を支える体制づくりということでございます。丹波 

市子ども会育成協議会において、オセロ大会には昨年度は２５名の参加をい 

ただきました。 

              また、実施事業としては、アイシングクッキー教室を開催しました。定員

２０名のところ、応募が４９名ありまして、抽選によって２０名の参加とな

っております。 

              また、兵庫県子ども会連合会の助成である、「子どもの手による子ども会

づくり」助成事業では、３団体に９万円の助成を行いました。１団体当たり

３万円の助成でございます。 

              また、青少年健全育成事業として、「青少年リーダーを育成する」、「こ

どもにかかわる大人を増やす」を目的とした青少年健全育成事業としては、

親子が共に参加でき、楽しめるイベントを実施しました。昨年度につきまし

ては、「新聞記者体験講座」を全４回開催いたしております。 

              課題につきましては、丹波市子ども会育成協議会については、役員の担い

手が少なく、少子化により単位子ども会が組織できない地域もあることから、

隣接する子ども会との連携事業や自治協議会単位での活動、取組を支援して

いく必要があると思います。 

              また、青少年健全育成事業の目的達成に向けて、長期的な視野を持って、

先ほど申しました「青少年リーダーの育成」や「こどもにかかわる大人を増

やす」大切さを伝えること、また事業実施の方法を検討していく必要がある

としております。 
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（堂本文化・スポーツ課長）  ４ 子どものスポーツの機会の拡大による健全な心身の育成について、で

ございます。まず、取組の１点目、第２８回全国高等学校女子硬式野球選手

権大会につきましては、過去最大の６１チームの参加がありました。予選リ

ーグを丹波市と淡路市、ベスト１６から準決勝までの決勝リーグを丹波市、

そして決勝戦を阪神甲子園球場で開催しております。 

              成果の１つ目の黒点になります。全国的な大会を丹波市で開催することで、

少年少女に対し、スポーツをはじめるきっかけとなっております。 

              続いて、取組の２つ目でございます。ラジオ体操講習会を、山南と市島の

２か所で実施。参加につきましては、地域に呼びかけさせていただきまして、

合わせて １４９名と、幅広くご参加いただいた事業でございます。 

              取組の３点目、少年少女スポーツ指導者研修会につきましては、ハラスメ

ントをテーマに昨年度は開催し、６８名、参加率としましては５７．６％の

参加がありました。 

              成果になります。成果の２つ目で、この研修会につきましては、参加者が

増加しておりまして、指導者の資質の向上につながっております。 

              指標につきましても、この研修会の参加割合につきましては、目標率を達

成しておりますので、目標値達成率は４としております。 

              しかしながら、１７ページの課題に入ります。一番下の黒丸です。この研

修会の参加者につきましては、指標を上回っているというところがあります

けれども、この成果を維持できるように、内容を精査していきたいと考えて

おります。 

 

（山崎市民活動課長）    続きまして、１８ページをご覧ください。（２）学びの成果を活かせる社

会教育について、ご説明させていただきます。 

              １ 知識循環型生涯学習の推進について、でございます。取組の内容とい

たしまして、第２期丹波市生涯学習基本計画の策定について、調査・審議す

るため、丹波市生涯学習基本計画審議会を設置いたしました。 

              取組内容につきましては、審議会委員の多様な意見、生涯学習基本計画の

アンケート結果、ＴＡＭＢＡまなび・ときめきフェスの開催、第１期計画の

検証などから、計画案について活発な協議ができていると記載しております。              

進捗度は３にしております。 

              ２ 年代に応じた様々な学習機会の提供について、でございます。シニア

世代の学びの場の提供と仲間づくりを目的に、ＴＡＭＢＡシニアカレッジで

は、オープン講座を年７回、ラジオ講座を年５回、開催いたしました。本年

度につきましては、３８名の方から申込みがありまして、今月２２日に第１

回目の講座を開催いたしまして、２９名の参加があったところでございます。 

              なお、令和５年度からスタートしております、こんな学びをしたいという

希望を講座にする、希望のカタチプログラムについては、今年度は１２月１

８日の開催を予定しております。 

              また、兵庫県教育委員会社会教育・文化財課からの委託事業といたしまし

て、県民局単位で実施をしております、視覚に障害をお持ちの方の「青い鳥

学級」と、聴覚に障害をお持ちの方の「くすの木学級」の２学級を開催いた

しております。進捗度につきましては、３にしております。 

              ３ 地域主体の学習の場づくりについてですが、自治公民館活動の振興と

充実を図るため、交付対象事業として、人権意識を高める学習活動事業と、

地域コミュニティ形成のための事業の両方を実施した自治公民館に対して

の補助金の交付や高齢者の生きがいづくり、仲間づくりのため、地域の特色

を生かしたサークル活動や、講座等を実施されている地域高齢者学級に対し

て、生涯学習振興補助金を交付しました。進捗度につきましては３にしてお

ります。 



 

- 13 - 

              ４ 市民による公益活動への支援では、市民活動支援センターでの市民が

主体となった生涯学習講座や、イベントの開催、様々な手段を活用した情報

発信を行ってきました。また、地域的な課題解決や、地域の活性化につなが

る公益的な活動を支援するため、「活躍市民によるまちづくり事業応援補助

金」を交付しました。 

              指標につきましては、一番上の１年以内に生涯学習を行った市民の割合に

ついては、目標値７０％に対して、実績率で６２．７％、達成率は３として

ございます。 

              次の、学びの活動で身についた知識や技能を生かしたいと思う市民の割合

につきましては、目標値４０％について、実績値で３５．１％、達成率は３

としております。 

              次に、市民活動を行いやすい環境が整備され、支援体制が整っていると思

う市民の割合につきましては、目標値４０％に対して、実績値が３２．５％、

達成率は３。総合評価判定につきましては、Ｃとしております。 

              今後の課題につきましては、ＴＡＭＢＡシニアカレッジにつきましては、

受講生が減少傾向となっているため、シニアカレッジ自体の在り方を検討す

る必要があると考えております。 

              また、身体障がい者社会学級の受講生は、少人数でありまして、参加され

る方も固定化されていることから、新規受講生を募る方法等を検討する必要

があると考えております。 

              また、自治公民館活動については、自治公民館の活動の役員の担い手不足

などから、コミュニティ形成を主軸とした活動を行えない自治体もあること

から、地域の将来を見据えた持続可能な地域社会の実現に向けた話しあいや、

学びの場づくりへの取組を、なお一層促していく必要があると考えておりま

す。 

              最後に、各団体の情報発信やネットワークづくりに取り組み、一定の成果

を上げていますが、より一層きめ細かな地域づくりや市民活動に関する情報

を発信していくことで、多くの市民がその情報を受け取って、参加していた

だくような活動をしていく必要があると考えております。 

 

（田原恐竜課主査）    （３）地域資源を活かした学びの推進でございます。１ 恐竜化石の活用で

ございます。 

              まずこれにつきましては、学習プログラムを、小学校１４校と中学校２校

で実施させていただいております。遠い学校もございますので、出張授業な

ども含めまして、実施をさせていただいております。 

              ２点目には、化石工房、工事の関連業務につきまして、展示計画委員会を

設置しまして、こちらにおきまして、展示内容につきまして協議を実施いた

しました。 

              また、バックヤードにつきましては、収蔵する標本を収用する必要等もあ

りましたので、整備を実施させていただいております。 

              ３点目につきましては、夏期特別展、セミナー・ワークショップ、例年ど

おり実施をしておりまして、またこれまで、地元、上久下で実施をされてお

りました篠山層群の試掘調査につきましては、高齢化等の問題もありまして、

昨年度から丹波市のほうで実施をし、人と自然の博物館とも調整をしながら、

２月２６日から３月１日の４日間、実施しております。 

              成果といたしましては、化石工房や発掘現場を活用した学習によりまして、

丹波市の地層や市から発見された化石などについて学んで、また地域の特色

や、それぞれの地層の特色について理解を深めて、広い学習ができました。 

              展示計画委員会につきましては、昨年１１回開催しておりまして、展示内

容について、それぞれ協議を進めて、現在順調に進んでおります。市外から

の来館者も非常に多く、篠山層群の地層や、採掘などの情報につながって、
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各イベントに行ったときも、そういった声を聞かせていただいております。 

              ３ 博学連携の推進、恐竜課としましては、そのうちの１点目でございま

す。県内外の大学との連携を行っておりまして、博物館実習などについて、

化石工房や発掘現場のフィールドを生かして、実施をさせていただきました。 

              指標といたしまして、化石工房の入館者数といたしまして、昨年度は工事

の関係もございましたので、９月２３日まで開館をいたしまして、それ以降

は休館をしておりまして、３万３，０４４人という結果になっております。 

              今後の課題といたしましては、現在進めていますが、拡充工事の関連と、

山南庁舎につきましても、空調等の設備改修工事がございますので、それぞ

れ業者間でのスケジュールや、工事についての調整が必要であると考えてお

ります。 

 

（山崎市民活動課長）    ２ 丹波布の活用について、ご説明をさせていただきます。昨年度から引

き続きまして、丹波布の長期伝承教室については、本年度２年目を迎えるこ

ととなります。昨年度の基礎コースから、今年度は伝承コースと呼ばれてい

るコース変更がありまして、昨年度に引き続き７名の練習生が受講をされて

おります。今年度の伝承コースを修了されれば、丹波布の技術者伝承者とし

て認定を受けることができまして、その後さらに２年間、専修生として受講

することになります。これまで１３期、８４名の卒業生を輩出いたしており

ます。また、昨年度の糸紡ぎ体験、織り体験、短期教室の参加人数は、延べ

約４２０名の方にご参加をいただきました。 

              さらに出前講座では、青垣小学校の６年生児童が、丹波布伝承館の施設見

学であったりとか、織り機の体験をしたりしていただいたということでござ

います。 

              今後の課題といたしましては、丹波布のその技術伝承・保存のためには、

上記伝承教室、先ほど申しました伝承教室であったりとか、体験講座、また

企画展などの様子を市のホームページであったりとか、ＳＮＳ等で広く発信

いたしまして、魅力に気づいていただいて、関心を集めるような取組を行っ

ていく必要があると考えております。 

 

（吉住社会教育・文化財課長）   ３ 博学連携の推進について、ご説明いたします。青垣いきものふれあい

の里と氷上西高校が連携して、特定外来生物「オオキンケイギク」の除去活

動を実施しました。また、青垣いきものふれあいの里と、氷上回廊水分れフ

ィールドミュージアムにおいて、市内小中学校のべ２６校の団体受入れを行

いました。 

              成果としまして、延べ８５８人の児童生徒に対して、自然の豊かさや多様

性、歴史、文化を含む魅力を伝えるきっかけができたと考えています。 

              進捗度については、オンライン授業を実施すべく環境は整えておりますが、

学校等との調整に時間を要しており、進捗度は３としております。 

              指標につきましては、氷上回廊水分れフィールドミュージアムの入館者数、

令和６年度目標値３万人に対して、実績値として２万８，４６１人というこ

とで、目標達成率は３としております。総合評価判定につきましては、Ｃと

なっております。 

              また、今後の課題につきましては、記載のとおり、授業での社会教育施設

の利用促進を図ることと、さらなる出前授業とオンラインの活用が必要であ

ると考えております。 

               

（４）文化芸術に親しむこころ豊かな市民生活の醸成ということで、１ 美

術館事業の充実についてです。 

              令和６年度につきましては、市制２０周年事業として、「郷土の日本画家 

中尾英武展」と「丹波の南画家 安田家三代の系譜」を開催いたしました。 
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              また、植野記念美術館開館３０周年記念事業として、「手塚治虫展」「シ

ャガール展」を開催したほか、春季展として「市松人形作家 𡈽田早苗展」

を開催しました。 

              成果としては、新たな取組として、「うえびファミリーＤＡＹ」で、新た

に「なぞときクエスト」を開催し、こどもや子育て世代が来館するハードル

を下げ、愛着が持てる美術館運営ができたものと考えております。         

              また、各種ＳＮＳや様々な広報媒体を活用して、積極的なＰＲを行うこと

ができたと考えております。 

              指標については２５ページですが、美術館の入館者数について、令和６年

度の目標値２万４，０００人に対して、実績値については、１万６，２２６

人ということで、目標値達成率は２としております。 

              課題としましては、市内認定こども園や、小中学校などとの連携をさらに

すすめる必要があると考えています。 

 

（堂本文化・スポーツ課長）  続きまして、２３ページでございます。２ 文化ホール事業の充実につい

て、でございます。取組内容としましては、まず１点目の、令和６年度より

ホール運営事業につきまして、専門的な技術・知識を持った民間団体に委託

を開始したことが挙げられます。 

              具体的な取組としまして、以降挙げておりますように、アマチュアアーテ

ィスト育成支援事業として、バンド、ピアノ、ダンス、和太鼓の４つのフェ

スタの開催。黒点の３つ目、「歌まねジョイントライブ」ほか、９つの自主

事業の開催。４つ目の黒点、主にこども向けになりますけれども、自主映画

会の開始、次のページにわたりまして、ホール運営の担い手の人材育成とし

まして、オペレーター育成講座の開催、また、子育て世代を対象に、親子で

文化・芸術を体験できる機会としまして、子育てアートサロンの開催、そし

て文化・芸術に親しむ機会を増やすために、文化・芸術体験講座の「はじめ

の一歩」講座など、様々な事業を展開しております。 

              取組の成果としましては、やはりホール運営事業を民間団体に委託したこ

とによりまして、柔軟かつ専門性の高いホール運営や、質の高い事業の展開

が行えるようになりました。 

              また、人材育成につきましても、５点目にありますようにオペレーター育

成講座を継続的に行っており、人材育成につなげていきたいと考えておりま

す。 

              また、「はじめの一歩」講座につきましては、親子で楽しめる講座の内容

を含んでおりまして、参加者が定員を上回る講座もあり、芸術・文化に親し

む第一歩を踏み出す機会となりました。進捗としましては４点を挙げており

ます。 

              ３ 市展開催事業の充実について、でございます。「丹波アートコンペテ

ィション」につきましては、第４回目を昨年度迎えております。全国から全

４部門、２４４点の作品、うち市内出展者は８１人となっております。入選

作品につきましては、春日文化ホールで、２月に展示し、来場者が１，２１

１人ございました。 

              ２つ目としまして、審査員を講師としまして、この市展事業の一環としま

して、美術講座「アートスパイス」を、２月に全２回講座で開催しておりま

す。 

              ３つ目、若手作家の育成、そして作品発表の場を提供するため、一昨年の

令和５年度の「新人賞」の受賞者の作品展を、このアートコンペティション

入選作品展の期間に合わせまして、植野記念美術館で開催しております。 

              成果の１つ目でございます。ウェブ申込み、またＳＮＳによるＰＲなどに

よりまして、出品しやすい環境を整えることができました。 

              ２つ目に、作品展の日程の配慮、また講評会を会場で開催することにより



 

- 16 - 

まして、来場者が増加し、文化芸術に対する関心を高めることができました。 

              成果の最後です。新人作品展では、新たに「作家交流会」を開催し、来場

者と作家が交流できる機会をつくることができました。進捗度は３としてお

ります。 

              指標としましては、文化ホール事業の来館者数につきまして、令和６年度

の実績値は、目標値に達する達成率は２、アートコンペティションの作品応

募数、市民になりますけども、５年度からは増加しておりますが、目標値に

は達しておらず、達成率は１となっております。 

              今後の課題としましては、２つ目の黒点です。市民との協働によるホール

運営を進めるため、継続的な人材育成が必要であること。３つ目の黒点、「丹

波市ならでは」のホール事業展開ができるように、運営団体、またホール事

業推進会議などを通じまして、魅力ある事業の検討の必要性があると捉えて

おります。 

 

（吉住社会教育・文化財課長）   それでは２６ページ、（５）暮らしにとけこむ図書館づくりについて、ご

説明いたします。 

              １ 多様な空間サービスの提供についてですが、ＧＩＧＡスクール構想に

よるタブレット端末から、「たんばし電子図書館」を利用できるよう、学校

用のＩＤを発行いたしました。 

              主な成果としましては、図書館カードを持たない児童生徒も含め、全ての

児童生徒が「たんばし電子図書館」を利用できる環境を整えることができま

した。 

              進捗度としまして、「たんばし電子図書館」の学校現場での利用をさらに

進める必要があるため、進捗度は３としております。 

              ２ 市民協働による図書館運営の推進についてです。図書館サポーター養

成講座を年２回開催しております。読み聞かせボランティアグループとの連

携によりまして、大きなおはなし会や、大人のためのおはなし会を開催して

おります。また、丹波市図書館ビジョンを、昨年策定いたしました。 

              成果としまして、図書館サポーターとして１０名の新規登録者があったこ

とや、図書館サポーターの意見を聞き、協働しやすい環境を整えることがで

きたと考えています。また、丹波市図書館ビジョンの策定におきましては、

市民アンケートや利用者アンケート、市民ワークショップなどの機会を通じ

て、市民の声を反映させることができました。 

              進捗度としまして、登録サポーター以外の一般市民とのさらなる協働が必

要であるため、進捗度は３としております。 

              ３ 子どもの読書活動の推進についてです。朝読書用の図書として、従来

の紙図書のほかに、電子図書について、低学年向けのものを追加したことで、

より幅広い学年で利用することができるようになりました。 

              また、子ども司書認定者の活躍の場として、各館が実施するおはなし会に

おいて読み聞かせを行う会を設けました。これにより、子どもたちに読書の

楽しさを伝えることにつながったものと考えております。 

              また、学校との連携が進むよう、学習資料の貸出しや情報提供を行ったほ

か、図書館職員が学校へ出向き、読み聞かせやテーマに沿った本を紹介する

「ブックトーク」を行い、成果として、子ども司書の活動支援や、子どもた

ちの図書への関心を高め、読書を習慣づけるきっかけづくりができました。 

              進捗度としまして、子ども司書として認定した子どもたちの学校内での活

動を意識した取組を今後行う必要があるため、進捗度は３としております。 

              指標についてですが、図書館登録者のうち、当該年度に図書館資料を借受

けた登録者の数について、令和６年度の目標値８，７００人に対して、実績

値は６，４３５人ということで、達成率は２としております。 

              また、図書館サポーターの活動実績人数については、令和６年度目標値、
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３００人に対して、実績値２２９人のため、達成率は２。そして、児童図書

の貸し出し総冊数については、目標値１８万冊に対して、実績値が１７万３，

１０２冊ということで、達成率は３としております。総合評価判定について

はＣです。 

              今後の課題としましては、電子図書館の利用について、学校で多く活用で

きるよう、授業で役立つ図鑑などのコンテンツを、さらに追加する必要があ

ると考えています。 

              また、図書館の利用者を増やすためのさらなる取組や、図書館サポーター

の活動内容の幅を広げる工夫が必要であると考えております。 

              続きまして、２８ページをご覧ください。（６）歴史文化遺産の保存・活

用と継承についてです。 

              １ 市内の歴史・文化遺産の調査と活用ですが、神戸大学や大阪大学の協

力を得て、地域に残る歴史資料、美術工芸品の調査を行うことができ、地域

の文化遺産の把握をすることができました。 

              また、市島民俗資料館の開館ボランティアの会との共催により、市島歴史

講座を開催しました。 

              次に、試掘調査や分布調査を行い、埋蔵文化財の確認と保護を行いました。 

              進捗度としましては、歴史・文化遺産のさらなる活用が必要であるため、

進捗度は３としております。 

              ２ 指定文化財の保護についてですが、柏原の大ケヤキの治療を行い、保

存活用計画策定委員会を設置しました。 

              また、黒井城跡整備基本計画に基づいて、石垣カルテ策定に向けた準備を

行いました。 

              進捗度としまして、おおむね予定どおり文化財保護に係る予算の執行であ

ったり、補助金交付の手続が完了したりしたことから、ここでは３としてお

ります。 

              ３ 歴史民俗資料館の充実についてですが、市内１３の小学校の校外学習

の受入れを行い、丹波市の身近な地域の文化財や歴史を紹介いたしました。 

              また、自治会への出前講座を行い、身近な地域の歴史に興味・関心を持ち、

文化財・民俗芸能を後世に継承していく機運の醸成が図れたものと考えてお

ります。 

              春日歴史民俗資料館では、“教科書がものがたる戦争”展を開催し、市民

が地域の歴史や収蔵資料などを知り、考え、学ぶ機会を提供することができ

ました。 

              進捗度としまして、歴史民俗資料館の来館者数を増やすための企画展など

のイベントについて、工夫や、幅広い年代の利用を促進する必要があるため、

３としております。 

              指標についてですが、１年以内に地域の伝統芸能や伝統行事に参加した、

鑑賞したことのある市民の割合について、令和６年度目標値５７％に対して、

実績は４９．８％ということで、目標達成率は３。 

              指定文化財保存整備などの補助事業数については、令和６年度の目標値、

２０事業に対して、令和６年度実績値が９事業ということで、１としており

ます。総合評価判定については、Ｃとしております。 

              今後の課題につきましては、発掘調査で出土した遺物の保管場所が点在し

ており、保管場所も不足していることから、収蔵庫を整備する必要がござい

ます。 

              また、歴史民俗資料館の学校活用を増やし、丹波市の歴史・文化に興味を

持つ子どもたちを育成する必要があります。 

 

（吉住社会教育・文化財課長）   続きまして、３１ページです。（７）家庭教育の充実について、説明いた

します。 
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              １ 家庭教育の学習機会と情報の提供です。丹波市ＰＴＡ連合会の研修会

を実施し、スマートフォンやタブレットの利用について、インターネットに

潜む危険や、その仕組みに関する研修を実施いたしました。また、ＳＮＳを

活用した家庭教育情報の発信を行いました。 

              進捗度としましては、おおむね予定どおり計画していた研修会を実施し、

情報提供ができたことから、３としております。 

              ２ 地域ぐるみの家庭教育の意識の向上についてです。ＰＴＣＡ活動実践

交流大会の開催や、地域学校協働活動の取組を進めることで、地域全体で子

どもを育む意識の向上を図り、学校、家庭、地域のつながりを深めることが

できたものと考えております。 

              進捗度としましては、家庭教育をテーマとした話合いを、社会教育委員の

会議の中でも行い、家庭教育の意識の向上が一定程度図れたことから、進捗

度を３としております。 

              指標についてですが、朝食を毎日食べる児童生徒の割合について、令和６

年度目標値１００％に対して、令和６年度実績値９１．９％ということで、

達成率は３。 

              子育てを地域みんなで協力し、支えていると思う市民の割合について、目

標値８０％に対して、実績値が３６.３％ということで、１となっております。 

              また、総合評価判定については、Ｃでございます。 

              最後に課題としてですが、子育て支援担当部署とのさらなる連携強化を進

めることが必要であると考えております。 

 

（早形人権啓発センター所長）  私のほうから、（８）豊かな人権文化を創造する人権教育につきまして、

ご説明させていただきます。 

              １ 市民主体の住民人権学習の推進でございます。取組内容といたしまし

ては、住民人権学習推進員と、住民人権学習支援者との合同研修会を開催し

て、住民人権学習の進め方研修の実施をしております。 

              また、住民人権学習の実施に際しまして、随時自治会等の相談のご対応を

させていただいております。 

              取組の成果といたしましては、合同研修会におきまして、「住民人権学習

の進め方ガイドブック」を活用していただきまして、学習テーマや学習方法

についてご説明をし、各自治会で学習会が開催しやすいような支援をしてお

ります。 

              また、推奨テーマに合わせた出前講座等も企画実施し、１５件の利用がご

ざいましたので、進捗度としては４とさせていただいております。 

              ２ 地域・学校における人権学習の推進でございます。これにつきまして

は、６中学校におきまして、地域人権教育など事業の実施、また中学校人権

学習交流会を、実施をしております。 

              成果としましては、地域人権教育事業におきまして、各中学校の人権課題・

テーマを設定し、その課題解決のために学習会や体験活動を実施し、人権に

ついての理解を深める機会となっております。 

              また、中学校人権学習交流会におきましては、市内の中学生が交流しまし

て、人権についての学習を深めて、さらに人権について意識を高める機会に

なっておりますので、進捗度としては４にしております。 

              ３ 職場などにおける人権学習の推進でございます。取組としましては、

企業・事業所さんに対しまして、人権研修支援制度、講師の派遣や、人権学

習視聴覚教材等のＤＶＤの貸出し等につきまして、市の広報、またはホーム

ページ、または商工会のＦＡＸレターなどを活用しまして、周知を行ってお

ります。 

              複数の事業所におきましては、継続的に視聴覚教材を活用し人権学習に取

り組んでいただいております。 
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              しかし、内容の確認等は取れておりませんので、進捗のほうは２とさせて

いただきます。 

              指標としましては、住民学習の実施率につきましては、令和６年度、８５．

１％、昨年度から２５ポイント上がりましたが、目標値の１００％に達して

おりませんので、達成率は３とさせていただいております。 

              また、地域人権教育事業に参加した生徒数につきましては、目標値４００

人に対しまして、３２５人になっておりますが、前年度より６０名の増加に

なっておりますので、達成率は３としております。 

              企業・事業所への人権学習の講師紹介・派遣件数でございますが、４５件

に対しまして、令和６年度は依頼等の要請がありませんでしたので、０とい

うことで、達成率は０とさせていただいております。 

              総合評価としましては、全体的にはＣとさせていただいています。 

              今後の課題につきましては、主体的に住民人権を進めていただきますよう

に研修会の機会をつくり各種情報の提供とともに、自治会などからの相談に

応じまして継続的に支援をしていくことを考えております。 

              また、地域の人権教育事業につきましては、各校区の取組事例や手法など

の情報を共有いたしまして、より適した内容になるように進めていきたいと

考えております。 

              事業所における人権の取組につきましては、状況等を把握する方法の検討

をしていき、また支援策等を検討する必要があると考えております。 

 

（片山教育長）       それではこの章につきまして、協議を行います。委員のほうからご意見、

事務局への質問等ありましたら、お願いいたします。 

 

（中川委員）        人権学習について、私全然知らないので教えていただきたいのですけれど、

学校における人権学習と、職場での人権学習は、それぞれどういうテーマが

求められているのですか。 

 

（小森学校教育課長）    学校における人権学習は、発達段階に応じて、各学校で計画をつくって、 

行っているというところでございます。 

              小学校１年生と中学３年生、全く違うのですけれども、ただ、同じ小学校

６年生が、同じような学習をして、中学校に行ったら１つのクラスになると

いう形になりますので、横はそれでいこうというようなことで、各学年の担

当者が集まってお互いの授業を見るなど、進捗を合わせながら進めていると

ころでございます。 

 

（中川委員）        具体的には、やっぱりいじめはやめましょうとか、そういう感じですか。 

 

（小森学校教育課長）    そうですね。道徳教育の中で行うことプラス人権教育として、差別とか、 

今、人権課題やいじめを扱うような教材もあります。 

 

（早形人権啓発センター所長）  私のほうから、職場におけます人権学習でございます。 

              昨今、パワハラ、セクハラ、職場環境の働きやすい環境を整えるために、

いろいろな人権問題があると思います。同和問題もしていただければありが

たいのですけれども、特に今必要になっているのは、パワハラですから、ひ

いてはカスハラということもありますので、そういった研修は、ある程度さ

れているのではないか。またそれは必要なのかなと考えております。 

 

（中川委員）        すごく職場の人権も大事だと思うのですけれど、やっぱり全然求められて

ないのは残念だと思うのですが、何ていうか、すでにもうやってますよ、な

どという宣伝とかは、十分にできているのですか。 
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（早形人権啓発センター所長）  周知等はホームページ等で行わせていただいておりますし、先ほど言いま 

した商工会のＦＡＸレターも活用させていただいているのですけれども、講

師派遣までには至らないのかなと思っています。 

              当然、職場環境の改善として、企業さんの努力としましては、やはりセク

ハラ・パワハラ等の研修をされているという推測はしておりますけれども、

実績としまして、当課、当センターのほうに、そういう講師派遣の依頼がな

かったということで、そういう意味で、０件だったということでございます。 

 

（小森学校教育課長）    四角の２に書いてある学校における人権学習と書いてあるのですけれど、

私ちょっと勘違いしておりまして、先ほど話したのは学校の授業で行う人権

についてで、ここに書いておりますのは、中学生が任意で参加する、地域で

さらに人権学習を行いたいという子を集めてやっている取組でございます。 

 

（片山教育長）       よろしいか。ほか、ありますか。よろしいですか。 

              それでは、第Ⅲ章 学びを支える環境の整備にいきたいと思います。 

 

（小森学校教育課長）    ３５ページをご覧ください。（１）教職員の資質・能力及び学校の組織力

の向上について、ご説明します。 

              １ 一人ひとりの資質・能力の向上については、教職員のニーズの高い対

応について、オンラインのミニ研修いついては、不登校、ＩＣＴの活用、特

別支援教育の計８８回実施しました。 

              取組の成果としましては、受講者の人数やキャリアステージに応じた研修

を充実させることができ、教職員の満足度が非常に高く、資質向上につなが

ったと感じております。 

              特にオンラインミニ研修は、手応えを感じておりまして、多くの教員が自

分の実践事例を発表するような機会も与えたことから、教職員間での自主的

な学ぶ意識の高まりを感じることができました。進捗度は４としております。 

              ２ 学校の組織力の向上については、加配教員を活用した教科担任制など、

市内の全小学校で推進しました。また、学校の組織力向上とか、地域連携を

テーマにした管理職研修も実施しました。 

              取組の成果としましては、県の独自の兵庫型学習支援システムを活用し、

児童生徒のつまずきへの素早い対応や授業改善、多面的な児童生徒理解など

の取組が進んでおります。 

              それから、黒点の２つ目、ハラスメント防止に関する指針を改めて教職員

に周知し、教職員のハラスメント防止に向けて、意識向上を図ることができ

ました。進捗度は３です。 

              ３ 働き方改革の推進については、スクール・サポート・スタッフ、職員

室で先生方の業務をお手伝いする人を、市内全小・中学校に配置しました。

部活動指導補助員は、５校に１０名配置しました。また、保護者向けの配布

物が非常に増えておりますので、それを電子化する取組、また学校向けの配

布文書、これも非常に増えておりますので、これを電子化する。学校が受け

付けて、印刷で配布することがなくて、ネット上で、掲示板で見られるとい

った取組を進めております。 

              取組の成果としましては、まず教職員の超過勤務については、平均の超過

勤務が２７時間２１分と、令和５年度と比較して、１時間３４分の削減とな

っております。 

              部活動指導補助員を延べ１，７２８時間配置することで、部活動顧問の負

担を軽減することができました。 

              学校を通じて配布している家庭への配布物の内容を精選した上で、先ほど

言ったとおり、配布物の時期を月２回に限定し、全２０回の配付としました
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ので、それを電子掲示板で配布する方法に変更しました。 

              また、学校向け、学校の教職員向けの配布物も、年間で４１２件、電子化

することができました。進捗度は３としております。 

              指標につきまして、授業中にＩＣＴを活用して指導できる教員の割合につ

いては、１００％の目標に対して、９２．４％と、目標を若干下回りました

が、県内でも非常に高い数値でございますので、引き続き１００％を目指し

て取組を進めて、継続したいと思っております。 

              月に４５時間以上超過勤務を行う教職員の割合については１８.２％と、

昨年度よりさらに改善することができました。目標値はあくまで０であるた

め、達成率は３となります。総合評価判定はＣです。 

              今後の課題についてですけれども、今後学校長、管理職の大量退職、大量

採用が続きますので、校長面談や学校訪問などの機会を通じて、定期的に学

校長と学校運営ビジョンを共有する機会を設けて、計画的・組織的な学校運

営を支援する取組を継続していきたいと思っております。 

              また、働き方改革については、大小様々な手をたくさん打ってきたと自負

しておりますが、やはり先生方一人一人、職員室一つ一つの小さな意識改革

は必要だと思っています。 

              学校には教員だけじゃなくて、多様なスタッフが関わっています。また、

学校運営協議会や、地域住民・保護者も含めた「チーム学校」として、“と

らわれない・おそれない・あきらめない”働き方改革を目指して、持続可能

な取組を進めていきたいと思っております。 

              また、各学校からの要望の強いスクール・サポート・スタッフについては、

活用状況を共有し、より充実した働き方をしていただいて、教職員の負担軽

減をさらに進めたいと思っております。 

 

（足立教育総務課長）    それでは３７ページをご覧ください。（２）学校給食の充実でございます。 

              １ 効率的な施設及び厨房機器の更新では、計画どおり完了しております。 

              成果として、機器の故障により給食を停止することもなく、指標でござい

ますが、ここも０回と目標を達成し、目標達成率も４となっておりますので、

進捗度も４としております。 

              ２ 学校給食費の徴収でございますが、滞納者について電話連絡や戸別訪

問による強化をいたしております。また、支払い督促などの法的措置も行っ

ておりまして、成果としては、支払い督促になりますが、すいません、修正

お願いします。「８件中」と書いておりますが「７件中」に修正をお願いし

たいと思います。７件中３件が完納ということになっておりまして、滞納繰

越分の収納率については、前年度を上回る収納率となっております。全てが

完納という状況ではないため、進捗度は３としております。 

              ３ 学校給食における地産地消の推進では、市政２０周年記念献立として、

地場産のみで２日間の給食を提供しております。 

              また成果に書いておりますが、有機米につきましては、令和６年度につい

ては２０日間を提供しました。令和５年度については６日間でしたので、か

なりの日数について有機米を提供したというところでございます。 

              さらに、地場産農産物の安定的・効果的に調達する必要があるというとこ

ろで、指標になりますが、指標の３つ目、主要１５品目の使用割合について

は、令和６年度実績で２４．４％、目標は３０％なのですが、達成率が３と

いうこともありまして、進捗度は３としております。 

              ４ 学校給食による環境教育では、食品ロスの取扱いや、さやむき体験、

とうもろこしの皮むき体験などを実施し、食べず嫌いの解消の一助になって

いると思っております。 

              ですが、残食については、いまなお一定量あることも踏まえて、進捗度は

２としております。 
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指標は、先ほど説明したとおりでございます。総合評価につきましては、

給食費の徴収率というのが、まだ確定できていない状況でございますので、

現時点では記載をしていないというところでございます。 

              今後の課題につきましては、給食費の滞納の対応について今後も継続して

実施すること。そして、地場産野菜の使用の推進のための取組を引き続き取

り組んでいきたいと思っております。 

              なお、上羽委員のほうからもご指摘がありましたように、学校給食の環境

教育の進捗度が２となっておりながら、ここでは課題が少し書けていない部

分がありますので、７月に率として出させていただくときには、今後の課題

についても追加して出させていただきたいと思っております。 

              続きまして、３９ページをご覧ください。（３）安全・安心な学習環境の

整備・充実でございます。 

              １ 安全で安心な学校施設整備の推進では、取組内容に記載しております

工事等につきまして、計画どおり実施できました。進捗度は、全てできまし

たので４としております。 

              ２ 通学路などの安全対策では、警察・道路管理者等の関係機関と、通学

路の安全対策について協議を行っております。それぞれにおいて、危険箇所

の対策も行ったところでございます。しかしながら、全てができた状況では

ありません。継続して安全対策を進めている部分もありますので、進捗度は

３としております。 

 

（小森学校教育課長）    ３ ＩＣＴ機器の適切な維持管理と計画的な更新について、ＩＣＴ関係に

ついては、計画どおり整備することができました。 

              実際取組の成果としましても、活用した授業が増えておりますし、つなが

りにくいといった声も減ってきたということで、通信関係の改善も図られた

ということから、進捗度は４としております。 

              ４ 情報セキュリティ対策についてですが、必要な教職員に対して、予定

どおり研修を受けさせることができました。 

              また、サーバー各種等のアップデートを実施するとともに、安心な環境を

構築することができました。 

              指標は、学校教育に関する教育ＩＣＴに関することは、３つ目です。１人

１台端末は維持できましたので、目標達成率は４。 

              それから、セキュリティ事故の件数は、県内で大きな事故もあったところ

ですけれども、丹波市のほうでは０でしたので、それも目標達成率は４にし

ております。 

              課題について、２つ目がちょっと、１人１台端末が更新時期を迎えるため、

今取り組んでおるところでございますけれど、こどもたちの学びを止めない

ように、慎重に更新を行っていきたいと思っております。 

 

（足立教育総務課長）    すいません。指標と課題が抜けておりました。指標につきましては、長寿

命化計画におけるトータルコストの削減では、目標値は３校となっておりま

すが、これは５年間の合計の３校ということで、実際６年度の目標値は１校

でございました。その１校の工事が終了できましたので、目標達成率は４と

しております。通学路における事故件数は、６件ございました。目標達成率

は２でございます。 

              今後の課題としましては、学校施設長寿命化計画に基づき、引き続き整備

を進めていきたいと考えております。 

続きまして、４１ページをご覧ください。（４）学校の適正規模・適正配 

置でございます。 

              １ 小中学校の統合では、令和６年４月に竹山小学校を開校することがで

きました。校舎の改修については、令和６年度に実施設計を行い、令和７年
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度から８年度の２か年をかけ、工事を実施する予定としております。 

              吉見・三輪統合小学校につきましては、令和８年４月の開校に向け、校章

デザインや校歌歌詞を決定しております。 

              三輪地区については、路線バスの試乗会の実施でありますとか、通学の安

全対策については、危険箇所についての検討を行っております。 

              校舎の改修につきましては、令和６年度に実施設計を行い、工事も既に着

手をしており、令和７年度に完了をする予定でございます。 

              船城小学校区においては、地域で船城小学校の在り方について協議が行わ

れ、記載はしておりませんが、１学年１学級以上の学級編制とすること、統

合も視野に入れた春日地域での検討委員会（仮称）を設置することとの要望

書が、教育委員会に提出されたところでございます。 

              計画どおり現在のところ行われているため、進捗度、目標達成率とも４と

し、総合判定もＡとしております。 

              今後の課題については、市島小学校の開校に向けての通学路の安全対策や、

船城地区自治会長会からの要望による、春日地域での協議を進めていく必要

があると考えております。 

              次に、４３ページをご覧ください。（５）教育委員会活動の活性化でござ

います。 

              １ 広報誌などによるタイムリーな情報発信では、「教育たんば」の発行

でありますとか、ホームページの更新、ＬＩＮＥの発信となっております。 

              ＬＩＮＥにつきましては、昨年度の同時期で、１，７５３名の登録があり

まして、昨日現在で１，８５２人ということで、約１年間で１００名程度の

登録者が増えた状況でございます。 

              進捗度 につきましては、情報発信の内容が充実していると思う市民の割合

が若干低いという部分も踏まえて、３としております。 

              ２ 自己点検・評価の有効活用では、令和５年度実績に係る外部評価を実

施し、今後の展開につなげることができたと考えておりますので、進捗度は

４としております。 

              ３ 関連機関との意見交換と連携強化では、総合教育会議を実施し、市長

と教育委員会の意思疎通、課題の共有ができたと考えております。進捗度は

４としております。 

              評価につきましては、指標に未確定のものがありますので、確定後に記入

することとしております。 

              今後の課題については、ホームページをより多くアクセスしてもらえるよ

う工夫が必要と考えており、総合教育会議等での意見を施策に反映していく

必要があると考えております。 

              続きまして、４５ページをご覧ください。（６）魅力向上につながる政策

の展開です。 

              １ 子どもたちのスポーツ・文化活動の振興では、丹波市内の学校に在籍

している児童・生徒及び丹波市立の小学校または中学校を卒業した生徒を対

象に、全国大会への出場をした場合に激励金を支給しております。全国大会

へ出場する生徒等が増えており、スポーツ・文化活動への向上につながって

いると考えております。 

              ただ、市内小・中学校卒業生への周知の課題もあり、進捗度は３としてお

ります。 

              ２ 学校の魅力づくり・ふるさと意識の醸成では、新たに柏原高校におい

て、魅力アップ推進協議会を設立し、事業がスタートしました。 

              また、氷上高校における魅力化についても、関係団体・学校等と協議を行

い、３月に協議会を設立する予定をしたところでございます。 

              協議会の設立等につきまして、計画どおり行われているため、進捗度は４

としております。 
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              今後の課題ですが、全国大会の激励金につきましては、先ほども言いまし

たように、市内小・中学校を卒業した生徒への周知についてが、課題となっ

ております。 

              また、高校の魅力化については、引き続き関係団体と協議を行いながら、

市内３校の魅力化に、引き続き取り組む必要があると考えております。 

 

（片山教育長）       それでは、この第Ⅲ章につきまして、委員のほうからご意見、質問等ござ

いましたら、お願いいたします。 

 

（渕上委員）        ３５ページの四角２ 学校の組織力の向上のところで、加配教員を活用し

た教科担任制などに係る取組というところで、もう少し詳しくお聞きしたい

のですけれども、お願いいたします。 

 

（小森学校教育課長）    特に、小学校から中学校への滑らかな進学ということで、兵庫県のほうで

は、取組の成果の１行目に書いております兵庫型学習システムという教員の

制度があります。市内の全ての小学校・中学校にこの教員が入っておりまし

て、学校規模によって配置される教員の時間数、常勤であったり、非常勤で

あったりが変わってくるのですけれど、例えば、多い方でいいますと、高学

年になってくると、担任の先生が朝から、月曜日から金曜日まで全ての授業

をするのではなくて、中学校になると教科担任制になるので、それへの移行

ということで、例えば理科、体育、外国語、算数というような教科は、加配

教員と言われる方が専門に教える。担任の先生とは違う先生が教える仕組み

です。 

              また、さらに教科交換で、５年生と６年生の先生が、お互い得意な教科を

交換して教えるとか、それ以外の専科の先生が教えるということで、いろい

ろな先生に教えてもらうというような取組が進んでいるということでござ

います。 

 

（片山教育長）       よろしいですか。ほか、ございませんか。 

              それでは、以上でこの章を終わります。全体を通しまして、委員のほうか

ら何かご質問ございませんか。 

             

（𠮷竹委員）        最初に質問したいのですけれども、冒頭に、この報告書を議会へ報告をし

て、そして公表という流れの説明をいただきましたけれども、その報告の形

式と公表の形、ここはどういう、このペーパーでの報告、公表ということに

なるのですか。 

 

（足立教育総務課長）    議会につきましては、恐らく紙で、データも含めてだと思うのですけれど

も、お渡しをして、報告をするという形になろうかと思います。 

              ホームページにつきましては、その報告後、教育委員会のホームページで

データを公表するということになります。 

 

（𠮷竹委員）        これと同じものですか。 

 

（足立教育総務課長）    今日いただいた意見を基に一部修正をして、７月にきちっとして提案させ

ていただいて、そこで承認をいただいたものについて、同じものを公表する

という形になります。 

 

 

（𠮷竹委員）        全体を通じて、少し気になった点があるのですけれども、取組の成果とい

う欄があって、そして今後の課題の欄があるわけですが、その成果の書きぶ
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りと、今後の課題に表記されている内容が逆になっていると言いましょうか、

流れないといいましょうか。取組の成果のところで、こういうことができま

したという成果として記述がされていて、そして今後の課題のところの書き

ぶりが、こういうことが必要ですと、成果で書かれていることが、改めて課

題に記されているところがあるのと違うかなと思いました。 

              例えば、１１ページの特別支援のところですけれども、支援の在り方につ

いて理解を深めることができたと記載をされていますが、課題のところで、

教職員研修がさらに必要だという書きぶりが幾つか目についたので、この辺

りのところ、報告をされて公表されて質問が出たときに、どういうふうに説

明をしていくのかなということが一つ気になりました。 

              それともう一つですけれども、大事にしていきたいのは実績値のところで

すが、実績値が前年度よりも低下をしているところ。公表されたり報告され

たりすると文言をずっと読むっていうのはなかなか難しくて、一番どこを見

られるかって言ったら数字を見られると思います。 

              さっき上羽委員もご意見言われておりましたけれども、数字の表記の仕方

というのを、どういうふうに考えていくかということになろうかと思います

が、実績値が下がったら、何で下がったかということを踏まえる。それに対

して、こういう原因がありましたということを分かりやすく説明をしていく。

分かりやすく説明をしたら、今度どうしていったらいいの、ということが出

てくると思うので、ぜひ上がったところも大事にしていくということと、数

値が下がったところの原因をしっかり説明をしていくということも、大事な

のかなと思いました。 

              それと、最後ですけれども、今後の課題という項目があります。これは様

式でこうなっているのかも分かりませんけれども、書きぶりが、何々をして

いく必要がある、というのが随分多ございます。何か第三者的な感じがして、

教育委員会は施策を進めていく当事者になるわけですので、こういうことが

必要ですわ、ということではなくて、何々にさらに取り組んでいく、とか、

あるいは、何々を進める、という書きぶりにしていったほうがよいのと違う

かなと思います。 

              ですから、項目的に、今後の課題という表記が決まっているのでしたら、

それはそれでいいのかも分かりませんけれども、変更が可能ということであ

れば、今後の課題というよりも、今後の取組とか、今後の推進策とかという

表記をしていくと、取組の成果とリンクをしていって、こういう課題、成果

があったけれども、こういう課題があるのだな、という流れになって、説明

がしやすいのと違うかなということを、一点思いました。 

              それに関係して、総合評価の判定がＣというのが一番多ございます。当然

そういう形になろうかと思うのですが、その評価内容が十分ではないが、一

定の成果があった、というコメントになっています。 

              先ほど言わせていただいたのと相重なりますけれども、十分ではないが、

じゃあ何が十分ではないのか。でも一定の成果があった、とは、どういう一

定の成果だったのかということが、それはずっと読んでいかないと分からな

いわけですけれども、でも読んでいったら、成果はこういう成果があって、

今後の課題はこういう、同じようなことが書いてあるという箇所があったよ

うに思いますので、その辺をもう一度確認をしていただいて、議会のほうに

報告や公表をされたらどうかということを、全体を通じて思いましたので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

（足立教育総務課長）    おっしゃった部分も、理解できる部分もありますので、今日いただいた意

見を基に、再度中身を点検させていただいて、成果の部分と課題の部分が相

反する部分があるとか、評価をした部分なんかは、評価した理由を記載する

でありますとかについて、再度点検をさせていただきたいなと思います。 
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              今後の課題のところ、取組、推進というものについても、ちょっと調整を

させていただいて、また７月のときには提案をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

（片山教育長）       要するに、教育委員会自己点検・評価報告書の内容が、議会でこの報告書

が分かりやすいか、分かりにくいかといったところじゃないかなと思うので

す。だから評価とは何か、実績値とは何か、課題とは何かっていうことを、

もうちょっと明確にしたらということで、そういう御意見やったと思います。    

今、総務課長が言ったとおりでございまして、また中身を十分点検して、

分かりやすい文にしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

日程第５         議事 

              議案第２５号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について                    

 

（片山教育長）       日程第５ 議事に入ります。 

              議案第２５号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

            

（足立教育総務課長）    議案第２５号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について、ご提案を

申し上げます。 

              資料は、２ページから３ページとなっております。 

              丹波市学校給食センター設置条例第６条第２項の規定により、名簿記載の

１７名の方を、丹波市学校給食運営協議会委員に委嘱したく、提案をいたし

ます。委員の任期は、条例第６条第３項の規定により、２年となっておりま

す。 

              以上、簡単でございますが、議案第２５号 丹波市学校給食運営協議会委

員の委嘱についての提案説明とさせていただきます。 

 

（片山教育長）       それでは、委員のほうから何か、意見、ご質問はございませんか。 

              意見がないようですので、採決いたします。 

              議案第２５号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について、採決いた

します。同意される委員の挙手を求めます。 

 

                         （賛成者 全員） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第２５号 丹波市学校給食運営協議会委員の

委嘱について、を承認いたします。 

 

              議案第２６号 丹波市立学校における学校運営協議会委員の任命につい                     

て 

 

（片山教育長）       議案第２６号 丹波市立学校における学校運営協議会委員の任命について、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

（小森学校教育課長）    議案第２６号 丹波市立学校における学校運営協議会委員の任命について、

ご説明いたします。４ページになります。 

              丹波市立学校運営協議会の設置等に関する規則第４条第１項により、青垣

小中学校、船城小学校、柏原中学校からは、組織改編に伴う学校運営協議会

委員の変更の申出が、青垣小中学校、竹山小学校、春日中学校からは、委員

の追加の申出がありました。 
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              学校運営協議会の推進に当たり、適切だと判断しましたので、ご審議いた

だき、任命いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（片山教育長）       それでは、委員のほうから何か、意見、質問はございませんか。 

              ないようでしたら、採決いたします。 

              議案第２６号 丹波市立学校における学校運営協議会委員の任命につい

て、を採決いたします。同意される委員の挙手を求めます。 

 

                         （賛成者 全員） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。議案第２６号 丹波市立学校における学校運営協議会委員

の任命について、を承認いたします。 

 

              議案第２７号 丹波市図書館協議会委員の任命について               

 

（片山教育長）       続きまして、議案第２７号 丹波市図書館協議会委員の任命について、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

（吉住社会教育・文化財課長）   それでは、８ページをご覧ください。 

              議案第２７号 丹波市立図書館協議会委員の任命について、ご説明いたし

ます。 

              丹波市立図書館協議会委員は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じる

とともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関

として設置し、教育委員会が任命いたします。 

              このたび、社会教育関係者として任命いただいた藤原廣宣氏の辞任により

まして、後任として、社会教育委員の橋本千英氏を任命するものです。 

              ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（片山教育長）       委員から何か意見、質問はございませんか。 

              なければ採決いたします。 

              議案第２７号 丹波市立図書館協議会委員の任命について、採決いたしま

す。同意される委員の挙手を求めます。 

 

                         （賛成者 全員） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第２８号 丹波市立図書館協議会委員の任命

について、承認いたします。 

 

              議案第２８号 丹波市図書館基本計画策定委員会委員の委嘱について 

 

（片山教育長）       議案第２８号 丹波市図書館基本計画策定委員会委員の委嘱について、事

務局より説明をお願いいたします。 

               

（吉住社会教育・文化財課長）   それでは９ページ、議案第２８号丹波市図書館基本計画策定委員会委員の

委嘱についてご説明いたします。 

  丹波市図書館基本計画策定委員会は、丹波市図書館基本計画を策定するに

あたり、専門的かつ幅広い見地からの意見を反映させるため、設置するもの

です。 

              丹波市立図書館協議会委員に、先ほど橋本千英氏が就任されたということ

に伴いまして、新たに委員として委嘱するものです。 

              ご審議いただきますよう、お願いいたします。 
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（片山教育長）       委員から何か意見、質問はございませんか。 

              なければ採決いたします。 

              議案第２８号 丹波市図書館基本計画策定委員会委員の委嘱について、採

決いたします。同意される委員の挙手を求めます。 

 

                         （賛成者 全員） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第２８号 丹波市図書館基本計画策定委員会

委員の委嘱について、承認いたします。 

 

              議案第２９号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について                    

 

（片山教育長）       議案第２９号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    議案第２９号 丹波市教育委員会後援名義の使用承認について、ご提案を

申し上げます。 

              今回の審議案件は２件でございます。資料１１ページをご覧ください。 

              一般社団法人日本こどもの才能発見協会が主催されます「おみせやさんご

っこ～はたらくってなぁに～」です。 

              実施日は令和７年６月２８日土曜日で、会場は氷上住民センターです。 

              １２ページは事業計画書、開催要領、１３ページはチラシの案、１４ペー

ジから１９ページが定款、２０ページが収支予算書、２１ページが役員名簿、

２２ページから２３ページが開催の実績となっております。 

              次に、２４ページをご覧ください。 

             ねこねこ丹波が主催されます「ねこねこ丹波写真展」です。 

              実施日は令和７年１０月１７日から２６日で、会場はコープ柏原です。 

              ２５ページは計画書、２６ページはチラシ案、２７ページから２８ページ

は規約、２９ページは収支表となっております。 

              いずれの事業も、丹波市教育委員会後援名義等使用許可に関する要綱第３

条の許可条件に適合しており、かつ要綱第４条の許可の制限に該当していな

いことから、許可決定が妥当と判断されます。 

              以上で、丹波市教育委員会後援名義使用承認についての提案説明とさせて

いただきます。 

 

（片山教育長）       委員から何か意見、質問はありませんか。 

 

（𠮷竹委員）        許可申請書の様式の中で、「当市以外の講演依頼先」という欄がございま

す。１１ページは、丹波市教育委員会、２４ページが丹波市、で当市以外の

後援連絡先という欄に、こういう丹波市教育委員会とか、丹波市とかってい

うのが記載されているのですが、申請書としてはそういうふうになるのか。

当市以外でこういう市教委、市が書いてあるのはどうかなと、そこを確認し

たいです。 

 

（足立教育総務課長）    まず、１１ページについては、当市以外の後援依頼先、教育委員会に後援

依頼をされていて、教育委員会のことを書かれているので、これは記載の誤

りでございます。 

              ２４ページについては、当市以外の後援依頼先、丹波市と書いております。

実はここが非常に分かりにくいということで、現在様式の見直しをしており

まして、当丹波市教育委員会以外の依頼先という認識をさせていただいて、
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今後丹波市にも依頼される場合は、そこは丹波市、丹波市以外の教育委員会

とか市に依頼されるときは、その市の名称を書いていただくように、丹波市

教育委員会以外の後援先を書いていただくように現在修正をしているとこ

ろでございます。 

 

（片山教育長）       よろしいですか。ほか、ございませんか。 

              ないようでしたら、採決いたします。 

              議案第２９号 丹波市教育委員会の後援名義の使用状況について、を採決

いたします。同意される委員の挙手を求めます。 

 

                         （賛成者 全員） 

 

（片山教育長）       挙手全員です。よって、議案第２９号 丹波市教育委員会後援名義の使用

承認について、を承認いたします。 

 

日程第６          報告事項 

 

（片山教育長）       次に、日程第６、報告事項に入ります。 

              寄附採納報告について、お願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    今回の報告は１件でございます。３０ページをご覧ください。 

              和田小学校に対しまして、和田政樹氏より、電動ポットの寄附申出があり、

それをありがたく採納することといたしました。 

              以上で、寄附採納報告とさせていただきます。 

 

（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問はございませんか。 

              質問がなければ、寄附採納報告を終わります。 

              続きまして、（２）行事共催・後援等報告をお願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    行事共催・後援等の報告につきましては、３１ページに記載しております

とおり、第５４回丹波市市民スポーツ大会をはじめ、全部で１０件でござい

ます。 

              今回の報告につきましては、９件が後援、１件が共催の依頼でございます。 

              それぞれ丹波市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱に基づき、許

可条件に適合し、特に問題がないこと、そして公的また恒例の行事であるた

め、専決処分により許可をしたもので、報告をさせていただきます。 

 

（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問ございませんか。 

              なければ、行事共催・後援報告を終わります。 

              続きまして、（３）令和７年度全国学力・学習状況調査における実施概要

と取扱いについて、お願いいたします。 

 

（小森学校教育課長）    ３５ページ、全国学力・学習状況調査における実施概要と取扱いについて

説明させていただきます。 

              ３ 調査内容につきまして、今年度、小学校６年生、中学校３年生におい

て、国語と算数・数学、理科の３教科の学力調査を実施しました。 

              また、３の（２）にあります質問調査については、児童生徒の活用するＩ

ＣＴ端末、タブレット端末を用いた、オンラインによる回答方式で実施しま

した。 

              ４ 調査日につきましては、教科に関する調査は、一律４月１７日木曜日

に実施しました。 



 

- 30 - 

              児童生徒質問調査につきましては、４月１４日から４月３０日の期間内で、

それぞれの学校が事前に指定した日に実施しました。 

              ５ 調査結果の活用につきましては、（２）測定できるのは学力の特定の

一部であることや、学校における教育活動の一側面であることを踏まえまし

て、分析結果を公表することとしております。 

              次のページ、①②③に書いておりますとおり調査結果について分析を行い、

その分析結果について公表します。 

              分析を踏まえた今後の授業改善方策を示します。 

              平均正答数や平均正答率等の数値による一覧での公表や、それらの数値に

より順位づけした公表は行わないものとして今までも取り扱ってきたとこ

ろでございます。今年度も同様の取扱いと考えております。 

 

（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問はございませんか。よろしいです

か。 

              質問がなければ、令和７年度全国学力・学習状況調査における実施概要の

取扱いについて、を終わります。 

              続きまして、（４）教職員の働き方改革「共同メッセージ」の発出（公表）

について、お願いいたします。 

            

（小森学校教育課長）    国の動向を鑑み、兵庫県教育委員会で、直ちに取り組める学校における働

き方改革について、市町組合教育委員会と連携・協働の上、オール兵庫で推

進できるよう、全県共通目標及び取組が設定されました。 

              全県共通の目標は、３４ページの上の四角にありますとおり、教職員が“子

どもたちと向き合う時間”や、“授業の質を高める時間”を十分に確保でき

るよう、まずは時間外在校等時間が月８０時間を超える教職員数をゼロにす

ることを最優先で目指しつつ、将来的には全ての教職員が月４５時間以内と

なることを目標とするとされております。 

              （２）にあります全県共通の取組としましては、①教職員の意識改革から

始まり、②業務の整理とマネジメント、③ＩＣＴ活用による業務の効率化、

④「チーム学校」としての業務改善、⑤制度・仕組みの見直し、⑥執務環境

の整備で構成されています。 

              丹波市では、既に取り込んでいるものが大半となりますが、これを機にさ

らに取組を強化できるものもありますので、引き続き推進を図りたいと考え

ております。 

              ３５ページには、丹波教育事務所管内の連絡協議会を開催することが記載

されています。 

              丹波教育事務所において、学校の働き方改革における地域別の取組としま

しては、それぞれの学校が学校運営協議会の承認を得ながら、教職員の意識

改革を図り、「定時退勤日」「ノー会議デー」「ノー部活デー」の完全実施

を目指すということになっております。 

              ３ 令和７年度モデル実践校というのがありますけれども、モデル実践校

については、丹波地区では市島中学校が県のモデル実践校に指定されており

ます。市島中学校を支援しながら、取組が進めるよう支援してまいりたいと

思います。 

              続きまして、３６ページ、３７ページをご覧ください。 

              学校における教職員の働き方改革については、その趣旨や取組について、

保護者・地域の方々の理解・協力を得ながら進めることが重要であるという

ことから、県内各市共同でメッセージを発出（公表）することとなりました。

これが、その共同のメッセージになっております。 

              本委員会の報告をさせていただくとともに、広報やホームページ等を通じ、

丹波市民の皆様にご周知する予定としております。 
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（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問はありませんか。 

              質問がなければ、教職員の働き方改革「共同メッセージ」の発出（公表）

について、を終わります。 

              続きまして、（５）令和７年度６月補正予算の概要について、お願いいた

します。 

 

（足立教育総務課長）    令和７年度６月補正予算の内容について、それぞれの担当課長から報告を

いたします。まず、教育総務課のものについて、私のほうから報告をさせて

いただきます。 

              歳出、３８ページをご覧ください。歳出になりますが、学校教育総務事業、

上から２つ目の項目でございます。県立柏原高等学校の高校魅力化支援事業

に係る、高校魅力化コーディネーターとして、地域おこし協力隊を委嘱して

いますが、その地域おこし協力隊の設置要綱、この市の全体の要綱でござい

ますが、その要綱の改正に伴い、報償費または委託先の活動支援費、そして

管理費というのが増額になります。その増額に伴いまして、２９万９，００

０円の増額補正を行うものでございます。 

              次に、その下にあります小学校統合準備事業でございます。 

              春日地域の市立小学校統合検討委員会が設置されることになります。それ

に伴いまして、有識者の謝礼金等について予算化するために、２３万４，０

００円を補正するものでございます。 

              その下に、一番下になります。学校給食管理事業でございます。 

              精米の契約単価が、当初予算で見込んでいた額より、実際契約した単価が

高額となりました。そのために、１，７７２万２，０００円の増額補正を行

うものでございます。 

 

（小森学校教育課長）    歳入の１をご覧ください。不登校児童生徒支援員配置事業、いわゆる学校

には来ることができるけれども、教室に入れなくて別室で過ごす児童生徒に

対する支援、サポーターに関する補助事業でございます。 

              県の補助金を令和６年度同様で計上しておりましたが、県の補助金の対象

が、小学校については４校に１校分から、２校に１校分に拡充されました。

そのため、補正前は、小学校は２０校あるのですけれど、４校に 1校分で小

学校５校と中学校６校、合わせて１１校分としておりましたが、小学校１０

校、中学校６校、合わせて１６校分として、県の補助金の増により、２６２

万５，０００円の追加補正するものでございます。 

              歳出の４番でございます。 

              先ほど申しましたとおり、県の不登校児童生徒支援員配置事業の補助対象

学校数が増えたことから、補助事業を最大限活用するため、５２５万円を追

加するものでございます。 

              ただ、補正内容の補正後の下の１,５００円×４時間×７週×１６校の、２

６８万８，０００円につきましては、県の補助事業は、国庫の補助を活用し

ているため、国への報告等の事務手続を行うために、県のほうは事業終了１

月末となっております。 

              それで、不登校児童生徒への支援については、年度終わりとか、新しい年

度、進級・進学が見えてくる２月３月の対応が大変重要であり、学校現場か

らも２月３月の予算化を非常に強く求められた経緯がございます。 

              そのことから、市独自としまして、２月３月分の週４日、７週分として、

２６８万８，０００円を追加しているところでございます。 

 

（吉住社会教育・文化財課長）  それでは３９ページ、５番目の歳出の表の文化財調査管理事業について、 

ご説明いたします。 
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              旧広小路土塀跡保存修理工事及び工事監理委託料として、１，３６０万円

を計上するものでございます。旧広小路土塀跡は、江戸時代後期の遺構とし

て平成７年５月１９日に、柏原町の指定史跡になった文化財です。近年、土

塀の破損が著しいため、史跡としての価値や歴史的な町並みを次世代へ継承

するため修理を行います。 

              財源については、地域活性化事業債を活用し、約９０％に当たる１，２２

０万円を充当いたします。 

              なお、本工事は令和８年度にわたって行うため、２年間にわたる予算総額

としては、３，３９５万９，０００円となり、令和８年度予算については、

債務負担行為として要求をいたします。 

              次に、６の文化財保存整備補助金についてですが、苅野神社本殿改修工事

補助事業として、７６万５，０００円を計上するものでございます。 

              柏原町上小倉にあります市指定の文化財の建造物である苅野神社本殿に

おいて、向拝柱などに不具合が生じており、放置すると本殿の屋根部分が倒

壊するおそれもあることから改修工事費の一部を補助するものでございま

す。 

 

（片山教育長）       ただいまの報告につきまして、何か質問はございませんか。よろしいです

か。 

              質問がなければ、令和７年度６月補正予算案の概要について、終わります。 

 

日程第７          その他 

 

（片山教育長）       日程第７ その他に入ります。 

              その他、各課から連絡事項はありませんか。 

 

（堂本文化・スポーツ課長）  ４月の定例教育委員会の中で、第２次のスポーツ推進計画のご紹介をさせ

ていただきました。その中で、表紙にも書いてありました基本理念の中に、

Ｓｐｏｒｔ ｉｎ Ｌｉｆｅという言葉がありまして、スペルにｓがついて

いないというところで、何か市としての思い入れがあるのかといったご質問

をいただいておりました。お答えさせていただきたいと思います。 

              実はこのＳｐｏｒｔ ｉｎ Ｌｉｆｅという言葉につきましては、国が推

進プロジェクトを立ち上げて行っている言葉になっております。国におきま

しては、一人でも多くの方、国民が、スポーツに親しむ社会を実現させると

いう取組で進めておるというプロジェクトになっております。 

              このスポーツが、生涯を通じて生活の一部になって、スポーツを通じて楽

しさ、あるいは喜びに拡大していって、一人ひとりの人生、生活が豊かにな

るといったような思いで、このプロジェクトは進められております。 

              そういったところから、丹波市におきましても、この理念を取り入れたい

というところから、基本理念の中にＳｐｏｒｔ ｉｎ Ｌｉｆｅ、この表記

につきましては、国に倣った表記ということで、ｓがつかないＳｐｏｒｔを

採用させていただいておるといったところでございます。 

               

日程第８          次回定例教育委員会の開催日程 

 

（片山教育長）       日程第８ 次回定例教育委員会の開催日程について、事務局から説明をお

願いいたします。 

 

（足立教育総務課長）    次回の定例教育委員会につきましては、６月１９日木曜日、午前９時から

の開催でお諮りします。会場につきましては、改修等の工事が終わっている

状況でございますので、山南支所庁舎の教育委員会室で行いたいと思います。 



 

- 33 - 

 

（片山教育長）       各委員さんの御都合、よろしいですか。ありがとうございます。それでは、

６月の定例教育委員会の日程は、６月１９日木曜日、午前９時から、山南支

所庁舎、教育委員会室で開催いたします。 

              以上をもちまして、全日程が終了いたしましたので、本日の定例教育委員

会を閉会いたします。 


